
タウンミーティング（西条校区）

「地区における課題及び要望」に対する回答
　開催日： 18時30分～20時
　開催地域： 西条校区（西条公民館開催）

地域・団体
回　　　答

（現在の状況や今後の方針）
担当部署

1
連合自治会人
権部

　平成29年3月に策定以来の成果や課題、児童生徒や情勢の変化等を検証し、国の
基本方針が策定されました。
　これに伴い県においても改訂を行い、本市においても、市内で見られる課題を検
証し、教員の事案の抱え込みの防止やいじめに対する一貫した組織的な対応の徹底
等を図るため、「西条市いじめの防止等のための基本的な方針」を改訂しました。
　各小・中学校では、これを基に「各校のいじめの防止等のための基本的な方針」
を作成し、いじめの防止に向け、取り組んでいます。
　市としましては「いじめ防止対策連絡協議会」「児童生徒をまもり育てる協議
会」「いじめＳＴＯＰ小・中学生会議」等の開催や、青少年育成センターとの連携
により、いじめ防止に尽力しています。

　不登校対策として、家庭訪問等を積極的に行い、児童生徒・保護者との信頼関係
を構築しながら、校内の全教職員共通理解のもと原因の究明を行い、個に応じて保
健室登校や適応指導教室の利用、医療機関との連携を行っています。また、ウイン
グサポートセンターとも連携し、原因の解決や登校できるよう環境づくりを行って
います。
　引きこもり問題への対策として、西条市役所の子育て支援課やウイングサポート
センター、育成センター、児童相談所等の関係諸機関と連携し、教育相談活動や
ケース会議を開くなど連携を図りながら対応をしています。
　いじめ問題に対しては、「いじめの認知」を積極的に行い、早期発見、早期解決
に努めています。担任が抱え込むことがないよう、各学校で組織されている「いじ
め防止対策委員会」等で、学校全体で解決に向け取り組んでいます。
　また、最近、問題になっているSNS等による児童生徒のトラブルに対しては、情
報モラル教育を児童生徒に行い、更に保護者へもPTAと連携し啓発を行っていま
す。
　子どもの日々の様子をより把握するため、子どもと共有する時間の確保や、日々
の日記指導の充実、保護者との連絡も密にしています。さらに、悩みを相談できる
友達、いけないことを注意し合える友達づくりを核に、仲間づくりを推進していま
す。

令和元年9月26日(木)

地区における課題及び要望

西条市のいじめ防止基本方針
と施策について

学校教育課
0897-

52-1637

西条市における学校のいじめ
問題、不登校問題（養護室投
稿含む）、児童生徒の引きこ
もり問題の現状と対策につい
て



2 婦人会

　ご指摘の空家については、平成23年度から指導を開始し、平成27年8月に管理者
によって除却されました。
　改めて現地を確認したところ、跡地が管理されることなく放置され、樹木の繁茂
が見られましたので、周辺の樹木や害虫・害獣の問題については、環境課より指導
をしました。
　建築審査課からも跡地の販売を委託されている業者に相談、管理者に敷地管理す
るよう連絡を依頼し、後日「近日中に対処したい」との返事かあったと報告を受け
ております。（9月24日現在除草済）

建築審査課
0897-
52-1554

環境課
0897-
52-1459

　危機管理課では、自治会や自主防災組織等に防災意識啓発を図るための講演を実
施しており、災害への備えや避難行動等のタイミングなどのマイタイムラインの説
明をさせていただいています。また、地域の皆さんが集まって、話し合いをしなが
ら災害時の危険個所や避難経路を示す防災マップの作成についても支援をさせてい
ただいおりますので、お気軽のご相談ください。

危機管理課
0897-
52-1281

　ご指摘のありました新堀団地の2棟については昭和62・63年度に建設され30年以
上が経過しております。団地の設備等については近年不具合が生じており、入居者
の皆様にはご迷惑をおかけしております。
　今回、新堀団地1区・2区のインターホン設備の不具合の調査を行い、故障してい
る部屋については確認ができましたので、今後順次修繕を行っていきます。

施設管理課
0897-
52-1561

空家の問題

避難場所へ行く道順をもっと
詳しく教えてほしい

団地の玄関のインターフォン
がならない部屋が多い


